
 

糸島市「新しい生活様式」対応 

中小企業者応援事業補助金 

応募のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度 

～新たな取組み例～ 

・通信販売を開始するためのホームページ制作費 

・配達サービス開始のための車両改造費 

・キャッシュレス決済導入のための決済端末整備費

など 
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１．糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業について              

 令和２年５月４日に国が示した「新しい生活様式」に対応するために中小企業者等が行う、新たな事

業（新たな営業形態等）への取り組みに対して、市がその経費の一部を補助します。 

対象となる事業の一例 
 

     ○通信販売を開始するためのホームページ制作費 

     ○対面支払いを避けるための食券販売機の設置費 

     ○配達サービス開始のための車両改修費 

     ○キャッシュレス決済導入のための決済端末の整備費  など 

      ※実施にあたっては他法令等の規定に則って適切に行ってください。 

※対象となる事業は、「事業性、採算性、発展性」があるものに限ります。 

 

国が示した「新しい生活様式」の実践例 
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２．補助対象者                                        

 次の要件をすべて満たす者とします。 

 ① 市内で商工業を営む中小企業者等※であること。 

 ② 原則、令和２年４月７日以前から事業を行っていること。 

 ③ 市税の滞納がないこと。 

 ④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと。 

 ⑤ 暴力団などと関係がないこと。 

 ⑥ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 

 

※「中小企業者等」とは次に掲げるものとし、(2)～(4)については、法人税法上の収益事業を行っていることが要件となります。 

(1) 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項に定める中小企業者 

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人及び一般財団法人 

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された公益社団法人及び公益財団法人  

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第２条第２項に定める特定非営利活動法人 

 

 

３．補助率・補助金額                                    

 

 

 

 

※ 補助金の額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとする。 

 

 

４．補助対象経費                                       

 補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費のみです。他の補助金等（国、県、市、 

その他団体によるものを含む。）と同じ事業内容での併用はできません。 

 

注）通常営業（通常業務）のための費用等については、対象となりません。 

 

 

 

補助率 補助金の限度額 

事業に要する経費の３分の２以内 ２０万円※ 

対象となる経費の項目 例 

需用費（食糧費は除く） 
新商品開発に必要な消耗品の購入費、新規事業のチラシ・

パンフレット印刷費など 

役務費 新規事業ＰＲのための広告宣伝費など 

委託料 新規事業を始めるための準備に係る委託費など 

使用料及び賃借料 会議開催時の施設の使用料など 

工事請負費 新たな事業活動を行うための店舗改装費、看板設置費など 

原材料費 新商品開発に必要な原材料費など 

備品購入費 新規事業実施に必要な備品の購入費など 

その他市長が必要と認める経費 上記以外で事業主旨に沿う費用か市が判断します。 
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５．申請から補助金交付までの流れ                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.補助金交付申請書の提出 

4.補助金交付決定の通知 4.補助金不交付の通知 

2.申請事業内容の審査 

3.事業の採択及び補助金交付額の決定 

5.採択事業の実施 

6.実績報告書の提出 

7.補助金交付額確定の通知 

8.補助金の請求 

9.補助金の交付 

交付決定後、
事業を実施で
きなくなった
場合や、事業
内容に変更や
中止があった
場合は、申請
の取下げや承
認の変更・中
止の決定を受
ける必要があ
ります。 

実績報告書
の実績によ
り、交付額
が減額とな
る場合があ
ります。 

概算払申請 

概算払交付決定 

補助金概算交付 

概算払いで
交付を受け
ている場合
は精算にな
ります。 
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６．申請期限                                        

令和３年１月 29日(金)まで 

 

７．事業期間                                         

令和２年６月 24日から令和３年２月 28日まで 

ただし令和２年５月４日から、令和２年６月 23日までに実施した事業も、対象となります。 

 

 

８．申請に必要な書類                                     

 次の書類を、糸島市役所商工観光課に提出してください。 

 書類の種類 配布・発行場所 備考 

1 補助金交付申請書【様式第１号】※１ 
糸島市役所 

商工観光課 

又は 

市ホームページ 

 実施しようとする事業の成

果が、国が示した「新しい

生活様式」に対応するため

の計画であること。 

2 事業計画書【様式第１号添付資料】 

3 収支計画書【様式第１号添付資料】 

4 市税に滞納がないことの証明 
糸島市役所 

市民課 

 

5 現在の事業内容がわかる書類  

 ・パンフレット 

・営業許可証 

・ホームページ 等 

6 見積書  

 事業にかかる経費が記載

されたものです（コピー

可）。 

 有効期限内のものを提出

してください。※２ 

7 その他必要と認める書類  

 １~6 の書類のほか、場合

によっては、書類の追加

をお願いすることがあり

ます。 

 店舗改装など工事を伴う

事業については、工事施

工前の写真と完成後の図

面を提出してください。 

 

※１ スタンプ印は不可。法人にあっては代表者の印を押してください。 

※２ 令和２年５月４日から令和２年６月 23日までに行った事業については、実施した 

事業の経費がわかるものを提出してください。 
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９．事業完了後の実績報告                                   

 事業が完了したときは、事業完了後３０日以内に、次の書類を糸島市役所 商工観光課へ提出してく

ださい。 

 書類の種類 配布・発行場所 備考 

１ 補助金実績報告書【様式第７号】 
糸島市役所 

商工観光課 

又は 

市ホームページ 

 実施した事業の成果が、国

が示した「新しい生活様

式」に対応するための結果

であること。 

２ 事業報告書【様式第 7 号添付資料】 

３ 収支報告書【様式第 7 号添付資料】 

４ 領収書の写し  

 事業にかかった費用につ

いて提出が必要です（コ

ピー可）。 

 明細など、事業に要した

経費内訳が必要です。 

５ 事業成果が分かる写真や制作物  

 店舗改装など工事を伴う事

業については、工事施工後

の写真を提出してくださ

い。施工前と比べてどこが

変わったのか分かるように

撮影してください。 

６ その他必要と認める書類  

 １~５の書類のほか、必要

に応じて、資料の追加を

求めることがあります。 

※事業中または事業完了後、確認のため、現地確認や申請者への聞き取りを行う場合があります。 

 

 

１０．補助金の請求                                       

 次の書類を、糸島市役所 商工観光課へ提出してください。 

 実績報告書の審査が完了し、補助金額が確定した後の請求となります。 

書類の種類 配布・発行場所 

補助金請求書 
糸島市役所 商工観光課、 

又は市ホームページ 

 

【概算払いについて】 

  ※必要があれば、概算払い申請をすることができます。 

  ※概算払いを申請することができる金額は、交付決定額の２分の１を上限とします。 

  ※概算払い額が補助金確定額を上回った場合には、差額を返還していただきます。 
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１１．事業内容の変更や事業中止について                            

 交付決定後、事業が実施できなくなった場合、事業内容に変更や中止があった場合、次の書類を糸島

市役所 商工観光課へ提出する必要があります。 

 書類の種類 配布・発行場所 備考 

１ 

I. 事業を未実施の場合は、補助金 

交付申請取下書【様式第３号】 

 

II. 事業を実施中で、変更・中止す 

る場合は、補助金変更・中止承認

申請書【様式第 5 号】 

糸島市役所 

商工観光課 

又は 

市ホームページ 

 

２ その他必要と認める書類  

 場合によって、書類の追加

を求めることがあります。 

 

 

１２．事業の関係書類の保存について                              

 事業実施に関する帳簿や書類等は、終了後５年間保存する必要があります。 

 

 

１３．その他                                       

事業者が行う“新型コロナウイルス感染拡大防止”に対する取り組みについては、「糸島市新型コロ

ナウイルス感染拡大防止協力金」がありますので、そちらの積極的なご利用もお願いします。 

※「糸島市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の受付は、令和２年７月１５日までです。 
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【「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業補助金に関するお問い合わせ先】 

 

糸島市 産業振興部 商工観光課 商工労働係 

〒８１９－１１９２ 糸島市前原西一丁目１番１号 

ＴＥＬ ０９２－３３２－２０８０ 

ＦＡＸ ０９２－３２４－２５３１ 

Email shokokanko@city.itoshima.lg.jp 


